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衆
議
院
議
員
山
本
拓
君
提
出
菅
首
相
の
政
治
主
導
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

原
子
力
の
安
全
確
保
と
は
、
国
際
原
子
力
機
関
（
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
）
が
中
心
と
な
っ
て
策
定
し
た
基
本
安
全
原
則
に
お
い
て
示

さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
個
人
及
び
環
境
を
放
射
線
の
有
害
な
影
響
か
ら
防
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
三
号
機
で
起
き
た
水
素
爆
発
」
と
は
平
成
二
十
三
年
三
月
十
四
日
に
発
生
し
た
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
」
と
い
う
。
）
の
第
三
号
機
で
起
き
た
水
素
爆
発
と
考
え
ら
れ
る
が
、

同
じ
く
水
素
爆
発
と
思
わ
れ
る
事
象
が
発
生
し
た
第
一
号
機
、
第
二
号
機
及
び
第
四
号
機
を
含
め
、
お
尋
ね
の
「
建
屋
の
破

壊
時
の
建
屋
内
気
圧
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
（
以
下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故

を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日
に
各
電
気
事
業
者
等
に
指
示
し
た
緊
急
安
全
対
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
立
入

一



検
査
や
訓
練
の
立
会
い
に
よ
り
確
認
及
び
評
価
し
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
同
程
度
の

津
波
に
よ
り
、
全
交
流
電
源
喪
失
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
炉
心
を
管
理
さ
れ
た
状
態
で
維
持
し
冷
温
停
止
状
態
に
つ
な
げ
る

こ
と
が
で
き
る
対
応
の
手
順
の
整
備
や
必
要
な
機
器
の
配
備
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
保
安
院

に
お
い
て
は
、
同
年
六
月
七
日
に
、
各
電
気
事
業
者
等
に
対
し
、
炉
心
損
傷
等
の
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
万
一
発
生
し
た

場
合
で
も
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
に
直
ち
に
取
り
組
む
べ
き
措
置
と
し
て
、
緊
急
時
に
お
け
る
発
電
所
構
内
通
信
手
段
の
確

保
、
水
素
爆
発
防
止
対
策
等
の
実
施
を
指
示
し
、
当
該
指
示
に
対
す
る
各
電
気
事
業
者
等
か
ら
の
報
告
を
踏
ま
え
、
立
入
検

査
や
訓
練
の
立
会
い
に
よ
り
確
認
及
び
評
価
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
内
閣
府
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
は
、
同
年
七
月
六
日
に
、
保
安
院
に
対
し
、
既
設
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
に

つ
い
て
、
設
計
上
の
想
定
を
超
え
る
外
部
事
象
へ
の
頑
健
性
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
を
要
請
し
、
そ
の
手
法

及
び
実
施
計
画
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
今
後
と
も
、
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
事
故
の
原
因
に
つ
い
て
は
予

断
な
く
徹
底
的
な
検
証
を
行
い
、
そ
の
検
証
で
得
ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
、
原
子
力
の
安
全
確
保
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り

た
い
。

お
尋
ね
の
「
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
対
策
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
例
え
ば
防
潮
堤
の
設
置
、

二



原
子
炉
建
屋
の
水
密
化
工
事
に
つ
い
て
は
二
年
か
ら
三
年
程
度
で
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
今
後
と

も
対
策
の
確
実
な
実
施
を
各
電
気
事
業
者
等
に
対
し
て
促
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


